
  

一 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３２号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選
手
等
顕
彰
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削 

 
 

 

 
 

減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
計
画
等
の
書
式
を
定
め
る
規
則
の
一 
 

 
 

 
 

部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
公
害
苦
情
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

規

則 

 

千
葉
県
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選
手
等
顕
彰
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選
手
等
顕
彰
規
則 

 

趣
旨

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は

プ
ロ
ス
ポ

ツ
に
お
け
る
活
躍
等
を
通
じ
た
県
民
の
ス
ポ

ツ
に
対
す
る
意
識

の
高
揚
又
は
地
域
の
活
性
化
に
功
績
の
あ

た
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選
手
等

県
内
に
居
住
し

又
は
居
住

し
て
い
た
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選
手
等
に
限
る

以
下
同
じ

の
顕
彰
に
つ
い
て

必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る

 

 

顕
彰
の
方
法

 

第
二
条 

顕
彰
は

賞
状
又
は
感
謝
状
を
授
与
し
て
行
う

 

 

賞
状
及
び
感
謝
状
の
授
与

 

第
三
条 

知
事
は

プ
ロ
ス
ポ

ツ
の
試
合
等
に
お
い
て
特
に
優
れ
た
成
績
を
収
め
た
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選

手
等
に
対
し
て

賞
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

２ 

知
事
は

ス
ポ

ツ
を
通
じ
た
地
域
に
お
け
る
活
動
に
よ
り
ス
ポ

ツ
の
推
進
に
関
す
る
県
行
政
に

積
極
的
に
協
力
し
た
プ
ロ
ス
ポ

ツ
選
手
等
に
対
し
て

感
謝
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

３ 

賞
状
及
び
感
謝
状
の
授
与
は

必
要
の
都
度
行
う

 

 

委
任

 

第
四
条 

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

知
事
が
別
に
定
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
計
画
等
の
書
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
計
画
等
の
書
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
計
画
等
の
書
式
を
定
め
る
規
則

平
成
十
四
年
千
葉
県
規
則

第
七
十
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式

そ
の
二

中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
め

同
様
式

そ
の
三

及
び

そ
の
四

を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

           

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

種類
車

両
総

重
量
 

台
 
数
 

台
 
数
 

台
 
数
 

台
 
数
 

計
 

 

事
業

場
等

の
 

連
絡

先
(
電

話
番

号
）

 
 

 
 

 

従
業

員
数
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

運
転

者
数
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

種類
車

両
総

重
量
 

台
 
数
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
)
 

台
 
数
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル

車
) 

台
 
数
 

(
う
ち

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
)
 

台
 
数
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
)
 

計
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
) 

 

 

を 

 

に 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３２号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                  
（

そ
の

三
）

 

 
２
 
自
動
車
一
覧
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番
号
 

事
業
場
等
の
番
号
 

自
動
車
登
録
番
号
 

初
度
登
 

録
年
月
 

自
動
車
の
種
別
 

型
 
式
 の

 

識
別
記
号
 

車
 
両
 

総
重
量
 

(
ｔ
) 

燃
料
種
類
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

三 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３２号  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                 

 

別
記
第
二
号
様
式

そ
の
一

中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

め

同
様
式

そ
の
二

中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
め

同
様
式

そ
の
三

及
び

そ
の
四

を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

                

 
（

そ
の

四
）

 

 
３

 
自

動
車

の
低

公
害

車
等

へ
の

代
替

計
画

 

 
 

現
状

の
 

台
 

数
 

年
度

 
年
度

 
年
度

 
年

度
 

年
度

 
合

 
計

 

 
 

年 月 日 在 

      現 

減少台数 

新規使用台数 

減少台数 

新規使用台数 

減少台数 

新規使用台数 

減少台数 

新規使用台数 

減少台数 

新規使用台数 

減少台数 

新規使用台数 

保有台数 

天
然
ガ
ス

自
動
車

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
自

動
車

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

プ
ラ

グ
イ

ン
ハ
イ

ブ
リ
ッ

ド
 

自
動

車
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ガソリン・ＬＰＧ自動車（ハ 

イブリッド自動車及びプラグ 

インハイブリッド自動車を除 

く。） 

新
☆
☆

☆
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
☆
☆
☆

☆
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
☆
☆
☆

☆
☆

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
他

 

(
低
公
害

車
以
外
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

軽油自動車（ハイブリッド自動

車及びプラグインハイブリッ

ド自動車を除く。） 

新
長
期

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
☆

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ポ
ス
ト
新

長
期

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
成
２
８

年
規
制

、
 

平
成
３
０

年
規

制
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
他

 

(
低
公
害

車
以
外
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
気
自
動

車
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

メ
タ
ノ

ー
ル
自
動

車
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料
電
池

自
動
車

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
 
 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

う
ち
低
公

害
車
の

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

自
動

車
使

用
管

理
状

況
 
 

別
添
の

と
お

り
 

 

 

を 

使
用

す
る

自
動

車
の

台
数
 

台
 

業
種
 
 

番
号
 
 

従
業

員
数
 

人
 

自
動

車
使

用
管

理
状

況
 
 

別
添
の

と
お

り
 

 

 

に
改 

種類
車

両
総

重
量
 

台
 
数
 

台
 
数
 

台
 
数
 

台
 
数
 

計
 

 

事
業

場
等

の
 

連
絡

先
(
電

話
番

号
）

 
 

 
 

 

従
業

員
数
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

運
転

者
数
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

種類
車

両
総

重
量
 

台
 
数
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
) 

台
 
数
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル

車
) 

台
 
数
 

(
う
ち

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
)
 

台
 
数
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
) 

計
 

(
う
ち
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
)
 

 

 

を 

 

に 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第３２号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                  
（

そ
の

三
）

 

 
２
 
自
動
車
一
覧
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番
号
 

事
業
場
等
の
番
号
 

自
動
車
登
録
番
号
 

初
度
登
 

録
年
月
 

自
動
車
の
種
別
 

型
 
式
 の

 

識
別
記
号
 

車
 
両
 

総
重
量
 

(
ｔ
) 

燃
料
種
類
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

五 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３２号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に

改
正
前
の
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特

定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
計
画
等
の
書
式
を

定
め
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

訓

令 

 

千
葉
県
公
害
苦
情
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

 
 

 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
域
振
興

事
務
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

環
境
研
究
セ
ン
タ

 
 

 

 
 

 

千
葉
県
公
害
苦
情
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
公
害
苦
情
相
談
員
設
置
規
程

昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
訓
令
第
十
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
一
項
中

及
び
廃
棄
物
指
導
課

を

廃
棄
物
指
導
課
及
び
ヤ

ド
・
残
土
対
策
課

に

改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

            

 
（

そ
の

四
）

 

 
３

 
自

動
車

の
低

公
害

車
等

へ
の

代
替

状
況

 

 
 

計
画
作
成

時
の
台

数
 

 
年
度

 

 
 

年
 
月

 
日

現
在

 
減
少
台

数
 

新
規
使
用

台
数

 
合
計

 

天
然
ガ
ス

自
動

車
 

 
 

 
 

ハ
イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

 
 

 
 

 

プ
ラ
グ
イ

ン
ハ
イ

ブ
リ
ッ

ド
 

自
動
車

 

 
 

 
 

ガソリン・ＬＰＧ自動車（ハ 

イブリッド自動車及びプラグ 

インハイブリッド自動車を除 

く。） 

新
☆
☆
☆

 
 

 
 

 

新
☆
☆
☆

☆
 

 
 

 
 

新
☆
☆

☆
☆

☆
 

 
 

 
 

そ
の
他

 

(低
公
害

車
以

外
)
 

 
 

 
 

軽油自動車（ハイブリッド自動

車及びプラグインハイブリッ

ド自動車を除く。） 

新
長
期

 
 

 
 

 

新
☆

 
 

 
 

 

ポ
ス
ト

新
長

期
 

 
 

 
 

平
成
２
８

年
規
制

、
 

平
成
３
０

年
規
制

 

 
 

 
 

そ
の
他

 

(低
公
害

車
以

外
)
 

 
 

 
 

電
気
自
動

車
 

 
 

 
 

メ
タ
ノ

ー
ル

自
動

車
 

 
 

 
 

燃
料
電
池

自
動

車
 

 
 

 
 

合
 
 
 

計
 

 
 

 
 

う
ち
低

公
害

車
の

合
計

 
 

 
 

 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第３２号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


